
見 積 競 争 の 公 告 

 
国立大学法人筑波大学において、次のとおり見積競争を実施します。 

 
１．見積競争に付する事項 
（１）件     名  筑波大学附属病院における入院セット提供に伴う業務委託 
（２）業 務 内 容  仕様書のとおり 
（３）契 約 期 間  仕様書のとおり 
（４）実 施 場 所  仕様書のとおり 
 
２．仕様書等関係書類交付方法 
  仕様書等関係書類は、本公告に添付する。 
 
３．見積書の提出場所等 
（１）場     所  茨城県つくば市天久保２丁目１番地１ 
            国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係 
（２）連 絡 先   （担当）石川 哲也 電話番号 ０２９－８５３－３５４１ 
（３）見積書提出期限  令和６年３月２６日 １２時００分 
            見積競争結果については、電話等により行う。 
 
４．見積の方法 
（１）国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び契

約条項を承諾のうえ、見積るものとする。 
（２）契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に１０パーセントに相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

Ａプランに対する委託手数料の単価で見積るものとする。 
 
５．見積競争に参加する者に必要な資格 
（１）国立大学法人筑波大学財務規則施行規程（以下「規程」という。）第４６条の規定に該当

しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
（２）規程第４７条の規定に該当しない者であること。 
（３）国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいず

れかにおいて令和６年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の｢Ａ｣、「Ｂ」、「Ｃ」又は

｢Ｄ｣等級に格付けされている者であること、又は当該資格を有しない者であって、過去１

年以内に本学との取引実績を有する者であること。 
（４）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
（５）一般財団法人医療関連サービス振興会による医療関連サービスマーク（寝具類洗濯業

務）の認定を受けている者であること。 
（６）リネン類の洗濯業務を行う工場に関して，国際標準化機構が制定した品質マネジメント

システムの国際規格（ＩＳＯ９００１）を取得している者であること。 
（７）分任契約担当役が別紙に定める書類を提出した者で、本業務委託を履行できると判断さ

れた者であること。 



 
６．契約書の作成等 
 契約の締結に当たっては、契約書を作成する。（契約保証金は免除） 
 

７．契約の方式 
（１）Ａプランに対する委託手数料単価の最高価格の見積書を提出した者及び次順位者を契約

予定者として、価格交渉を行う。 
（２）契約予定者との価格交渉により、本学の希望価格以上の最高価格を提示した契約予定者

を契約の相手方とし、契約金額を決定する。 
 

以  上 
 
令和６年３月１８日 
 

国立大学法人筑波大学 
                                  分任契約担当役 
                   附属病院長 原  晃 
  



別紙  
 

競争参加資格確認のための書類及び履行できることを証明する書類 

 
１ 競争参加資格の確認のための書類 
（１）令和６年度の資格審査結果通知書（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参

加資格）の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
 
（２）一般財団法人医療関連サービス振興会による医療関連サービスマーク（寝具類洗濯業

務）認定証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
 
（３）リネン類の洗濯業務を行う工場に関するＩＳＯ９００１の登録証の写し・・・・・１部 
 
 
２ 履行できることを証明する書類 
（１）業務実施体制図及び従事者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
 
（２）会社概要等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
  ① 会社概要 

  ② リネン類洗濯業務を行う工場、リネン類回収・供給を行う事業所、倉庫の組織図及び

従業員数 

  ③ 病床数７００床以上の病院で３年以上の業務実績（契約書等の写し） 
④ 管理システム及びタブレットを用いた入院セットを提供した実績 

 
（３）仕様書（守秘義務及び情報の適正管理）で示した書類・・・・・・・・・・・・各１部 
   ただし、個人情報の消去証明書（別紙様式３）は業務委託終了後の提出とする。 
 
 ３ 見積書（Ａプランに対する委託手数料単価）・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
   （注）上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 
 



見積書提出の注意事項 

 

１ 見積書提出期限  令和６年３月２６日 １２時００分 

           （郵便（書留郵便に限る。）又は宅配便（以下、「郵送等」という。）で

発送する場合には提出期限までに必着のこと） 

     提出場所  〒３０５－８５７６ 

茨城県つくば市天久保２丁目１番地１ 

国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係 石川 

電話番号：029-853-3541 

２ 見積書作成の注意 

（1） 見積金額は算用数字を用いて明確に記入すること。 

（2） 住所氏名を記入し押印すること。 

（3） 日付を必ず記入すること。 

３ 上記注意事項に適合しない見積書は無効とすることがある。 

４ 見積書には、Ａプランに対する委託手数料の単価を記載すること。なお、契約決定に当たって

は、見積書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約

金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載する

こと。 

５ いったん提出された見積書は引換え、変更、取消しをすることができない。 

６ この契約に必要な細目は、以下によるものとする。 

・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/ 

・役務提供契約基準 

 https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun 



仕様書 
 

１ 件  名 筑波大学附属病院における入院セット提供に伴う業務委託 

 

２  実施場所 筑波大学附属病院 

 

３ 契約期間 令和６年４月１日から令和６年９月３０日 

 

４ 委託手数料 

  実施事業者は筑波大学附属病院（以下，「本院」という。）が下記８運用形態で示す業務 

を行う対価として委託手数料を本院に支払うものとする。委託手数料については下記

５に示すＡプランを対象とする。 

 

５ 入院セット構成 

  基本プラン 

Ａプラン    衣類（パジャマ・ガウン），タオルのプラン：350 円（税抜） 

紙おむつプラン    紙おむつを利用される方のプラン：455円（税抜） 

 

オプションプラン（基本プランとの組み合わせで利用可能なプラン） 

私物洗濯プラン    私物の洗濯プラン：800 円（税抜） 

転倒予防シューズ   転倒予防シューズを購入されるプラン：1,500円（税抜） 

日用消耗品セット   日用消耗品をセット組みしたプラン：1,000 円（税抜） 

 

６ Ａプラン利用者予定数 8,500人（件）／月 

 

７ 料金設定，契約および請求 

利用に際しては，利用者と実施事業者が契約を行い，利用終了後もしくは月単位等にて，

利用者に対して直接実施事業者または実施事業者より再委託を受けた事業者が利用料

金を請求すること。 

なお入院費用との混同を避けるため，本院窓口による利用料金の徴収は実施しない。 

また盗難，紛失のリスクを避けるため，本院内において実施事業者による利用料金の徴

収を行わないこと。 

  利用者への請求書は原則として，利用終了から２週間以内に発行できること。 

月をまたいで利用を継続する場合は，月末締めで発行できること。 

 

 



８ 運用形態 

①入院時説明の折に利用者に対する概略説明及び申込書記入の案内を行う。 

実施事業者は事前にシステムが理解しやすく料金形態が明瞭となる説明資料を本院に

提供すること。 

②利用日数については利用者の看護状態等を判断し，実施事業者提供の利用日数管理票 
もしくは電子機器等に記入または入力し実施事業者へ連絡する。 

③実施事業者は利用申込書からシステムへの入力・反映を行うこと。 

④利用者向けのパンフレット及び利用申込書，ベッドサイドに患者タグを取り付ける。 

実施事業者は事前にパンフレット及び利用申込書，患者タグを提供すること。 

⑤利用者へ物品提供および利用者から物品回収を行う。 

⑥利用者の管理をシステム上で行い，タブレット端末において参照・利用中止や変更操作 

できること。 

 

９ 在庫管理，納品体制 

①実施事業者は各物品の在庫管理を随時行い，欠品等が生じないようにすること。また， 

たな卸についても，実施事業者が責任をもって行うこと。 

②各物品の納品は解錠時間内とし，受領に当たっては実施事業者が検品を行い，汚染・破

損等の物品を利用者へ提供することのないように十分留意すること。 

 

10 リネン類管理体制 

①リネン類（パジャマ・ガウン・タオル）の回収交換は週２回以上，供給については各病

棟にある３９か所の管理場所へ納品となるため，平日１日当たり２回以上の供給を行

える体制を有していること。厚生省健康政策局指導課長通知（平成 5年 2月 15日指第

14 号）別添（1）に定める衛生基準，クリーニング業法（昭和 25 年法律第 207 号）に

従うこと。 

②リネン類の洗濯業務に関しては，一般財団法人医療関連サービス振興会により寝具類

洗濯業務に関する医療関連サービスマークの認定を受けた事業者が行うこと。 

③医療関連サービスマーク取得企業の資材を用いること。衣類以外のリネン類を追加す  

る際も，衛生面，安全面の観点から，本院との取引実績を有する医療関連サービスマー 

ク取得企業が所有，管理する資材を用いること。また，他の施設で使用したパジャマ・

タオルを持ち込まないこと。 

④リネン類の洗濯業務を行う工場に関して，国際標準化機構が制定した品質保証シス 
テム規格（ＩＳＯ９００１）を取得していること。 

⑤災害等の発生時には入院セットを速やかに供給できる体制を整えていること。 

 

 



11 損害賠償 

物品類の紛失，取扱上の過失による損害，その他実施事業者の責により生じた商品の損

害については，本院の責によることが明らかな場合を除き，本院はその責を負わない。 

また利用者が使用する物品等に関わる事故及び利用者の個人情報の流失等に備え，実施

事業者は生産物及び情報漏えいに関する損害賠償保険に加入すること。 

 

12 衛生管理 

運営に当たって，衛生管理及び感染症対策については，関係法令等を遵守するとともに，

衛生管理については万全を期すこと。業務従事者に対しては，定期的に健康診断を実施

するとともに院内感染対策を講ずること。また，関係機関等への届出，検査等が必要な

場合は，遅滞なく手続き等を行うこと。 

なお，これらの措置に関する費用は実施事業者の負担で行うこと。 

 

13 守秘義務及び情報の適正管理 

⑴  本院及び実施事業者は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

並びに国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則（令和４年法人規則第１７号）

及び筑波大学附属病院の保有する診療に係る個人情報の保護管理に関する細則（平 

成３１年３月２５日附属病院細則第７９号）に基づき，次の事項を遵守するものと

する。 

① 実施事業者は，個人情報を業務履行の目的以外の目的に利用してはならない。ま

た，業務上知り得た個人情報について第三者に漏らしてはならない。本契約終了後

も同様とする。これらを誓約するものとして，書面（別記様式第２号）で本院に提

出しなければならない。 

② 実施事業者は，業務履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理及び実施体制

並びに個人情報の管理状況についての検査に関する事項その他必要な事項につい

て，書面（別紙様式１）で本院に提出しなければならない。これらを変更した場合

も同様とする。 

 ③ 実施事業者は，事前に本院の承諾を得た場合に限り，委託業務を第三者に再委託

（再委託先が実施事業者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３

号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）することができる。

この場合において，実施事業者は，当該委託業務を遂行する能力を有しない者を選

定することがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

 ④ 実施事業者は，上記③に基づき本院の承認を得ようとする場合には，再委託の内

容，再委託先，その他再委託先における管理方法等を書面（別紙様式２）で本院に

提出しなければならない。 

 ⑤ 実施事業者は，個人情報の複製，転記等を行ってはならない。ただし，業務履行



上やむを得ず複製，転記等を行う必要がある場合は，本院に使用目的，期間終了時

の破棄状況の形態を申請し許可を得るものとする。 

 ⑥ 業務履行の目的で利用（使用）する個人情報について，実施事業者の管理責任の

下で個人情報が流出した場合は，発生時の状況説明，経過，対応等について，速や

かに本院に報告するものとする。 

⑦ 実施事業者は，業務に係る本院側の個人情報について，委託業務終了時において

消去するものとする。また，媒体物については，返却するものとし，個人情報を消

去したことについて，書面（別紙様式３）で本院に提出しなければならない。 

⑵ 本院は，実施事業者が上記⑴に記載する義務に違反した場合には，契約を解除する

ことができるものとし，実施事業者に重大な過失があったと認められる場合には，実

施事業者は，これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

⑶ 本院は，委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等やその量等に応じて，実施事

業者の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について，少なくとも業務履

行期間中に１回以上（複数年契約の場合は年１回以上），原則として実地検査により確

認するものとする。 

⑷ 上記⑴③により実施事業者から再委託を受けた者は，実施事業者が履行すべき義務

と同等の義務を負うものとする。実施事業者は，その旨明記した書面を，実施事業者

及び再委託を受けた者との連名で本院に提出するものとする。 

⑸ 上記⑷は，実施事業者から再委託を受けた者が再々委託する場合について準用する。 

 

14 問い合わせ等 

入院セットの問い合わせ及び苦情等については，実施事業者の責任において対応するこ  

と。利用者の意見の反映は積極的に行うこととし，実施事業者は利用者からの問い合わ 

せに対しても，誠意を持って対応すること。またそのための専門窓口（コールセンター 

等）を設け，日本語を含めた７か国語以上で対応している実績があること。利用者から 
の問い合わせについては平日 9：00～21：00 まで対応できること。 

 

15 原状回復等 

実施事業者は，契約期間が満了し，又は契約が解除された場合には，速やかに原状回復 

をすること。また，実施事業者は，本院に対し，原状回復に要した費用，設置に伴い支 

出した費用，有益費その他一切の費用について，補償を請求できない。 

 

16 諸費用および資材等の負担 

実施事業者は次の資材等を本院に無償提供または無償貸付し，諸費用については負担す

ること。 

・利用者への説明資料，料金表等 



・利用契約，日数管理等，運営管理を目的とした電子機器等 

・契約の満了または解除に伴う物品の撤去，設備の原状回復費用 

・貸与品の業務上の棄損破損に伴う，修理・交換等に必要な費用 

 

17 その他 

①物品の利用数量について本院職員は適正な使用量で運用にあたるが，本院に利点があ 

ると判断される場合を除き在庫調整等の管理をしないこととする。 

②実施事業者は利用契約書，申込用の電子機器等を病棟に用意し，随時回収，確認を行う 

こと。また申込用の電子機器等を用いる場合は，申込だけでなく申込者の一覧等が随時

確認できるなど，運用面においても活用できること。 

③入院セットの運用中であっても，提供セット構成に関しては本院との協議の上，内容及 

び価格等の変更が可能とする。 

④入院セットの運用開始に際しては，事前に本院職員に対し事業の説明会を実施するこ 

と。また，運用中に関しても本院の求めにより随時説明会を実施すること。 

⑤本入札で提案する管理システム及びタブレットが７００床以上の病院で運用実績が３

年以上あること。 

⑥タブレット型電子機器２２台と通信回線，管理システムは提供事業者または再委託業

者が用意すること。また，インターネット接続 PCからも管理システムへ接続・操作

可能であること。 

⑦利用申込書から取得した情報は日本国内に存在するサーバー等で管理し，障害発生時

には迅速に病院へ状況報告ができる体制を整えること。国外でのデータ管理は認めな

い。 

⑧その他契約に必要な細目は，国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契

約基準によるものとする。 



別記様式第２号（第６条第３項関係） 

 

 年  月  日  

 

患者の個人情報の保護に関する誓約書 

 

個人情報保護管理者（筑波大学附属病院長） 殿 

 

                     住  所 

 

                     会 社 名 

 

                     代表者名               ㊞ 

 

 

私は、筑波大学附属病院（以下「病院」という。）から委託された業務（以下「委託業

務」という。）を行う場合において、患者の個人情報保護に関する次の事項を遵守するこ

とを誓約します。 

 

 

１ 当社及びその従業員は、個人情報保護に関する法令及び筑波大学の法人規則等（※）を

よく理解し、これを遵守いたします。 

２ 当社及びその従業員は、委託業務より知り得た個人情報については、正当な事由なく第

三者に漏らしません。その委託業務契約の期間が終了した後も同様といたします。 

３ 当社及びその従業員は、個人情報を紛失又は紛失のおそれがある場合には、速やかに病

院長に報告いたします。また、委託業務契約の期間が終了した後も同様といたします。 

４ 当社は、個人情報の安全管理を図るため、従業員に対して、個人情報保護に関する教育

を行うなど、十分な安全管理対策を行います。 

５ 当社及びその従業員を通じて、病院の個人情報が第三者に漏洩した場合は、故意又は過

失を問わず、病院が被った損害を当社が賠償いたします。 

 

※現行法令及び法人規則等については、必要に応じて病院総務部総務課（内線 3513）にご確認ください。 

 

業者用 



 
別紙様式１ 

責任者及び業務従事者の管理及び実施体制等について 

 
令和  年  月  日 

 
国立大学法人筑波大学 
分任契約担当役 附属病院長 殿 
 

請負者 

住 所 

名 称 

代表者            ㊞ 

 

 

 令和  年  月  日付けで貴学と契約を締結した「筑波大学附属病院における入院

セット提供に伴う業務委託」について、業務の履行に当たっての責任者及び業務従事者の

管理及び実施体制並びに個人情報の管理状況に係る検査に関する事項については、下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．責任者 部署名：          
役職名：         氏名： 

 

２．責任者及び業務従事者の管理及び実施体制 
 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
３．請負者における個人情報の管理の状況に係る検査に関する事項 

  ※本学から引き渡された個人情報の管理状況に係る検査の実施計画等を記載してくだ

さい。 

 

４．その他必要な事項 
  

（記載例） 

○○担当 
リーダー 

○○担当 
リーダー 

発注者 
（委託元） 

○○業務担当（○名） 

○○業務担当（○名） 

○○業務担当（○名） 

○○業務担当（○名） 

○○業務担当（○名） 

○○業務担当（○名） 

責任者 
（請負者） 



 
別紙様式１－２ 

 
責任者及び業務従事者の管理及び実施体制等の変更について 

 

 
 令和  年  月  日 

 

 

国立大学法人筑波大学 
分任契約担当役 附属病院長 殿 
 

 

請負者 

住 所 

名 称 

代表者            ㊞ 

 

 

 令和  年  月  日付けで貴学と契約を締結した「筑波大学附属病院における入院

セット提供に伴う業務委託」について、令和  年  月  日付けで届け出を行った、

業務の履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理及び実施体制並びに個人情報の管理

状況に係る検査に関する事項について、下記のとおり変更が生じたので通知します。 
 

 

記 

 

 
１．変更内容  

 

          

２．変更理由 

 

 

 



別紙様式２【個人情報保護版】 
 
 

再委託承諾申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 
国立大学法人筑波大学 
分任契約担当役 附属病院長 殿  

 
 
                    申請者 

住 所  
名 称  
代表者             ㊞ 
 
 

 「筑波大学附属病院における入院セット提供に伴う業務委託」の見積競争入札に関し、下記のとおり業

務の（ 全部 ・ 主たる部分 ・ 一部 ）を再委託いたしたく申請しますので、承認方よろしくお願いいた

します。 
 

 
記 

 
 
１．再委託の承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること） 

 
 
 

２．再委託の承諾を申請する必要性（具体的に記載すること） 
 
 
 

３．再委託の承諾を申請する業務の契約相手先の住所、商号又は名称及び代表者名 
住  所  

   名  称  
   代表者名  
 
４．再委託の承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計） 
   ○○○○○円（消費税込） 
 
５．再委託の承諾を申請する業務の契約金額の根拠（該当する箇所に☑すること） 
  □ 業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収した結果 

（この場合、その「写し」を添付） 
  □ 継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の「写し」を添付） 

□ その他 （具体的な内容を記載し、その証明書を添付                  ） 
 
６．個人情報の管理方法（具体的に記載すること） 
 
 
 
７．その他特記事項 

 
 
 

 



 
 
（別紙様式２個人情報有 参考） 

再委託承諾書 
 
 

令和  年  月  日 
申請者 
              殿 
 
 
                           国立大学法人筑波大学 

                 契約担当役・個人情報保護管理者 
               〇〇〇〇 〇〇〇〇 

                               
 
 
令和  年  月  日付で申請のあった「○○○○業務」の再委託について、承諾したのでその旨通

知する。なお、申請内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。 
 また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。 
 
 
① 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）及び独立行政法

人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針（平成１６年９月１４日総管情第８５

号）並びに国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則（平成１７年法人規則第６号）を遵守すること。 
 
② 請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。 
 
③ 再委託の相手方による再委託に係る業務の履行により、本学に損害を与えたときは、請負者が本学に

対する賠償の責を負うこと。 
 
④ 再委託に係る業務に契約不適合があったときは、請負者が役務提供契約基準第２３に規定する契約不

適合責任を負うこと。 
 
⑤ 再委託に当たって、請負者は再委託の相手方に対する対価の支払い等について適正な取扱いを行うこ

と。 
 
⑥ 請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、

事後において履行の確認ができるように徹底すること。 
 
⑦ 請負者は、国立大学法人筑波大学からの求めに応じ、⑥の書類の写しを提出すること。 
 
 
※本承諾書は、契約の相手方に対してのみ発行する。 
 



別紙様式３ 

 

個人情報の消去証明書 

 

令和  年  月  日 

 

国立大学法人筑波大学 

分任契約担当役 附属病院長 殿 

 

請負者 

住 所 

名 称 

代表者          ㊞ 

 

 

 

令和  年  月  日付けで貴学と契約を締結した「筑波大学附属病院における入院

セット提供に伴う業務委託」に関して、業務が終了しましたので、契約書第○条第１項第

７号の規定に基づき、下記の個人情報を消去したことを証明します。なお、媒体物につい

ては返却しますので、ご査収願います。 

 

 

記 

 

１．消去した個人情報の内容 

    

 

２．返却する個人情報の内容 

    

 

３．その他 

    

 

 



【参考見積書の提出に係る留意事項】 

 

提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市

場調査するために提出していただく書類です。 

したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載するこ

とがないよう、且つ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないよう仕様書の内

容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。 

 また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以上となるよう応

札願います。万が一、応札価格が見積書の価格よりも低くなるような事態が生じ

た場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停止措

置を講じる場合があります。 

 本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関（以

下、「国立大学法人等」という。）にその情報が通知されますので、その情報を受

けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願

います。 

 なお、見積書を提出された応札希望者は、必ず入札に参加していただくようお

願いいたします。見積書を提出された応札希望者が入札に参加しない場合、適正

な入札執行ができない事態もあり得ることから、上記と同様に本学に対する不

誠実な行為として、取引停止措置を講じる事案となり得ることも併せて認識願

います。 



業務委託契約書（案） 

 

 

件名 筑波大学附属病院における入院セットの提供に伴う業務委託 

 

委託手数料 Ａプラン 69.3 円/件 

 

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 6.3 円也（消費税法第 28 条第 1 項及び第 29

条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので，代金額に

110 分の 100を乗じて得た額である。） 

         

発注者 国立大学法人筑波大学 分任契約担当役 附属病院長 原 晃（以下，「甲」とい

う。）と請負者                          （以下，｢乙」とい

う。）は，乙が甲に業務を委託することについて，以下のとおり合意したので契約（以下，

「本契約」という。）を締結する。       

    

第 1条（目的）        

 本契約は，筑波大学附属病院（以下，「本院」という。）において乙が行う「入院 

セット」の提供について，その実施に合意するとともに，乙が自ら必要とする業務

の一部を甲に委託すること及びその対価として，乙が甲に委託手数料を支払うこ

とについて取り決める。入院セットの内容については別紙仕様書のとおりとする。

        

第 2条 (用語の定義)        

 本契約で使用する用語の定義は以下のとおりとする。   

 (1) 入院セット：リネン類，紙おむつ類，日用品類の一式 

 (2) 入院セット契約：利用者との間で締結する入院セットの提供に関する契約  

(3) 利用者：入院セットの契約者 

 (4) 料金：入院セットの料金      

         

第 3条 (入院セット)       

 甲は，入院セットと同一もしくは類似する商品を自ら提供せず，また，乙以外の第   

三者に提供を委託してはならない。     

       

第 4条 (業務委託)        

 乙は，本院において入院セットの提供にあたり，以下の業務を甲に委託 

する。なお，詳細については，別紙仕様書のとおりとする。 

 (1) 入院セット契約の説明及び受付 



(2) 入院セットサービスの利用状況等の乙への連絡   

 (3) 入院セット商品の配布及び回収     

          

第 5条（契約期間）        

 本契約の期間は令和 6年 4月 1日から令和 6年 9月 30日までとする。 

２ 契約が期間満了もしくは解約等により終了した後においても，第 7条(秘密保持)，

 第 8条(個人情報の帰属及び保護)，第 15条(合意管轄)及び本条の規定はなお有効

 とし，甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行するものとする。  

          

第 6条 (委託手数料) 

    委託手数料についてはＡプランを対象とする。 

２ 乙は，甲の指定する様式に基づいて入院セットの提供数を甲に報告し，甲が発行す 

る請求書に基づいて委託料を支払う。 

３ 乙は，乙が以下の理由で利用者に対する利用料金の請求を取り下げた場合，これに 

対応する甲への委託手数料の支払いを免れる。既に委託手数料を支払い済みの場 

合は，乙は甲に支払うべき委託手数料から当該金額を控除し，控除できない場合は 

乙の請求に応じて甲は当該金額を乙に支払う。 

(1) 甲からの入院セットの利用状況報告に誤りがあった場合。 

(2) 乙の責めによらず，利用者への入院セットの配布漏れがあった場合。 

  

第 7条  (秘密保持)        

 甲および乙は，本業務を通じて知り得た相手方の業務上または技術上の秘密（以下， 

「秘密情報」という。）を秘密に保持し，相手方の事前の書面による承諾を得ずに他

の者に漏洩してはならず，また本契約の目的以外にこれを使用してはならない。但

し，すでに公知のもの，その後公知となったもの，すでに知りえていたものおよび

その後第三者より正当に知りえるに至ったものであることを，乙が甲に対して立

証した秘密情報については，この限りでない。 

２ 乙は，甲の秘密情報を本契約の目的のために必要な最小限の範囲の乙の役員およ 

び従業員にのみ開示することができる。 

３ 乙は，第 1項に定める義務を前項に定める役員および従業員に遵守させるものと 

する。 

４ 第 2項に定める役員もしくは従業員または第 8条で定める再委託先が本条の規定 

に違反した場合は，乙がその責めを負うものとする。 

５ 乙は，甲から要請があった場合は直ちにその指示に従い秘密情報の載った物品お

よびその複製物を甲の指示に従い甲に返却または廃棄するものとする。なお，当該

廃棄に際して，乙は「廃棄証明書」等，当該廃棄を証する書面を甲に提出する。 

６ 乙は，秘密情報の内容に応じ善良な管理者の注意をもって当該秘密情報を管理す

る義務を負う。 



７ 甲が乙に開示した秘密情報に関しては，何ら著作権，特許権等の知的財産権上の権

利の付与，譲渡，許諾または貸与を伴わないものとする。 

８ 乙が本条各項のいずれかに違反したと甲が判断した場合，甲は乙に違反の事実を

示し相当の期限を定め，乙に当該違反の事実の調査および説明を求めることがで

きる。 

９ 本条各項の規定にかかわらず，甲及び乙は，行政当局からの法令等に基づく請求ま

たは裁判所の命令があった場合，秘密情報を当該行政当局または裁判所に開示ま

たは提供することができるものとする。ただし，当該請求または命令を受けた当事

者は，直ちにその旨を相手方に通知し，開示または提供する情報の範囲等について

協議するものとする。 

   

第 8条 (個人情報の帰属及び保護)      

 入院セットの販売にあたって得た利用者の個人情報は，利用者契約元に帰属する。 

甲及び乙は，個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）並びに国立大 

学法人筑波大学個人情報保護管理規則（令和 4年法人規則第 17号）及び筑波大学 

附属病院の保有する診療に係る個人情報の保護管理に関する細則（平成 31年 3月 

25日附属病院細則第 79号）に基づき，次の事項を遵守するものとする。 

（1）乙は，個人情報を業務履行の目的以外の目的に利用してはならない。また，業 

務上知り得た個人情報について第三者に漏らしてはならない。本契約終了後も 

同様とする。 

（2）乙は，業務履行に当たっての責任者及び業務従事者の管理及び実施体制並びに 

個人情報の管理状況についての検査に関する事項その他必要な事項について， 

書面で甲に提出しなければならない。これらを変更した場合も同様とする。 

（3）乙は，事前に甲の承諾を得た場合に限り，委託業務を第三者に再委託（再委託 

先が乙の子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第 2条第 3号に規定する子 

会社をいう。）である場合も含む。以下，この条において同じ。）することがで 

きる。この場合において，乙は，当該委託業務を遂行する能力を有しない者を 

選定することがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

（4）乙は，前号に基づき甲の承認を得ようとする場合には，再委託の内容，再委託 

先，その他再委託先における管理方法等を書面で甲に提出しなければならない。 

（5）乙は，個人情報の複製，転記等を行ってはならない。ただし，業務履行上やむ 

を得ず複製，転記等を行う必要がある場合は，甲に使用目的，期間終了時の破 

棄状況の形態を申請し許可を得るものとする。 

（6）業務履行の目的で利用（使用）する個人情報について，乙の管理責任の下で個 

人情報が流出した場合は，発生時の状況説明，経過，対応等について，速やか 

に甲に報告するものとする。 

（7）乙は，業務に係る甲側の個人情報について，委託業務終了時において消去する 

ものとする。また，媒体物については，返却するものとし，個人情報を消去し 



たことについて，書面で甲に提出しなければならない。 

２ 甲は，乙が前項に規定する義務に違反した場合には，契約を解除することができ 

るものとし，乙に重大な過失があったと認められる場合には，乙は，これによって 

生じた損害を賠償する責任を負う。 

３ 甲は，委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等やその量等に応じて，乙の管理 

体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について，少なくとも業務履行期間  

中に年１回以上，原則として実地検査により確認するものとする。 

４ 第 1項第 3号の規定により乙から再委託を受けた者は，乙が履行すべき義務と同 

等の義務を負うものとする。乙は，その旨明記した書面を，乙及び再委託を受けた 

者との連名で甲に提出するものとする。 

５ 前項の規定は，乙から再委託を受けた者が再々委託する場合について準用する。

    

第 9条 (契約解除)        

  甲または乙は，相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じた時は，何等の催告な   

く本契約の履行を一時停止または解除することができる。 

(1) 本契約に基づく債務を履行せず，相手方からの相当の期間を定めて催告を受 

けたにもかかわらず，なおその期間内に履行しない時 

(2) 支払の停止があった時，または差押，競売，破産，民事再生手続開始，会社更 

生手続開始，もしくは特別清算開始等の申し立てを受けた時 

(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた時 

(4) 公租公課の滞納処分を受けた時 

(5) 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとした時 

          

第 10条 (損害賠償)        

  甲または乙が，本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は，甲乙協議の上当該義 

務違反と相当因果関係にある範囲内において，相手方に対し当該損害の賠償責任を 

負うものとする。 

        

第 11条  (解約後の取り扱い)       

  契約期間中に解約（以下，本条において「解約」という。）となった場合の委託手    

数料は，第 6条と同様に甲が発行する請求書に基づいて乙が支払う。       

２  本契約が解約となった場合，解約日に甲の保管庫にある入院セット商品 

用おむつ類及び日用品類は乙の仕入れ価格を基準とした価格で甲が買い取るもの 

とする。 ただし，乙に起因する解約の場合は，甲の買取に代えて乙は自らの費用で 

回収すること。        

           

第 12条 (不可抗力)        

  天災地変又は著しい経済情勢の変化等の事由により本契約上の債務の全部又は一 



部が履行不能又は履行遅滞に陥ったときは，甲及び乙はその責めを負わない。この

場合，本契約の存続及び費用の精算等について，甲及び乙は誠意をもって協議する。

           

第 13条 (権利譲渡の禁止)        

  甲および乙は，相手方の書面による承諾なくして本契約上の地位ならびにそれら 

に関連して発生する一切の権利を第三者に譲渡し，承継しまたは担保の目的に供し 

ないものとする。        

      

第 14条 (反社会的勢力との絶縁の保障)      

  甲及び乙は，相手方に対し本契約締結時及び将来にわたって，以下の各号に掲げる 

事項につき，表明し確約する。 

(1) 自己（法人の場合は代表者，役員又は実質的に経営を支配する者）が，暴力団， 

暴力団員，暴力団関係企業，総会屋，社会運動標ぼうゴロ，政治活動標ぼうゴ 

ロ，特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下，「反社会的勢力」という。）に 

該当しないこと。 

(2) 自己（法人の場合は代表者，役員又は実質的に経営を支配する者）が，反社会 

的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

(3) 自己（法人の場合は代表者，役員又は実質的に経営を支配する者）が，反社会 

的勢力に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど，反社会的勢力の 

維持・運営に協力し，又は関与していないこと。 

２ 甲及び乙は，相手方より前項の該当性の判断のために調査を要すると判断された 

場合，その調査に協力し，これに必要と判断する資料を提出しなければならない。 

３ 甲及び乙は，本契約締結期間中，自己又は第三者を利用して相手方に対し次の行 

為を行わないことを確約する。 

(1) 相手方に対する脅迫的な言動，暴力を用いる行為，暴力的な要求行為又は 

 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(2) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し，又は信用を毀損する行為。 

４ 甲及び乙は，相手方が本条第 1項及び第 3項に違反した場合，催告することなく 

本契約を解除することができる。 

５ 甲及び乙は，本条の規定により本契約を解除した場合には，相手方に対しこれに 

よる損害を賠償する責を負わない。      

        

第 15条 （合意管轄）        

  甲及び乙は本契約に関する争訟については，東京地方裁判所を第一審の専属的合 

意管轄裁判所とすることに合意する。     

            

第 16条 (その他) 

１  この契約に定めるもののほか，必要な細目は，国立大学法人筑波大学契約事務取 



扱細則及び役務提供契約基準を適用するものとする。 

２  この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲乙間に 

おいて協議して定めるものとする。 

３  この契約において甲乙間に紛争を生じたときは，両者協議により，これを解決す 

るものとする。  

 

 本契約の成立を証するため本書 2 通を作成し，甲乙が記名押印の上，各 1 通を保有する。

            

令和６年 月 日         

    

甲： 茨城県つくば市天久保 2丁目 1番地 1 

国立大学法人筑波大学 

分任契約担当役 

附属病院長 原 晃    

          

      乙： 宮城県仙台市青葉区花京院 2丁目 2-7 

株式会社小山商会 

代表取締役社長 小山 喜康 

代理人 

茨城県つくば市天久保 1丁目 11-15 

株式会社小山商会 筑波営業所 

所長 磐井 厚仁 
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